
(会則内規-3) 

「クラブ・同好会活動推進、新設・廃止」に関する規程 
 

この規程は、ＪＴＢグループＯＢ・ＯＧ会中部支部会則第 2 条第 1 項（４）「クラブ・

同好会活動の推進」、（５）各地区ＯＢ・ＯＧ会（親睦会）との連携及び支援、第 2 項

「クラブ・同好会の新設及び廃止」に基づき、必要な事項を下記細目により定める。 

 

（新設および廃止） 

「クラブ・同好会」(以下「会」という)の新設および廃止は、次に基づき審議する。 

１．同じ趣味を持つ会員が、世話役を中心にその活動予定者が５名以上あることを原則 

とする。 

２．活動は、計画性、継続性をもって、概ね年間 6 回程度の開催・活動を行う。 

３．会の実質活動の活発化を目指し、新規会員募集を会報等により行う。                 

４．会の新設・廃止は、世話人から理事会に申請を行う。 

 

（助成金） 

会及び地区ＯＢ・ＯＧ親睦会に対する助成金は、次の基準による。 

１．助成金は、支部の予算枠内で決定する。 

２．助成金査定の基礎は、次のランクによる。 

 Ａ… 開催ごとの平均参加人員が  ５名まで… ５，０００円 

 Ｂ… 〃  ９名まで… １０，０００円 

 Ｃ… 〃  １０名以上… ２０，０００円 

 Ｄ… 〃  ２０名以上… ３０，０００円 

 地区ＯＢ・ＯＧ会親睦会助成金  … 年初会員×１千円 

３．追加助成金 

 Ａ… 延べ参加人数  ５０名まで… ５，０００円 

 Ｂ…   〃  １００名まで… １０，０００円 

 Ｃ…   〃  ２００名まで… ２０，０００円 

 Ｄ…   〃  ２０１名以上… ３０，０００円 

地区ＯＢ・ＯＧ会親睦会…地区販売協力奨励金(お客様紹介運動)の 50％相当 

４．上記助成金の支払い時期は、通常総会終了後とする。 

５．新たな同好会（５名以上参加）の立ち上げに際し、上期立ち上げ１０，０００円 
下期立ち上げ５，０００円を助成金として支給する。 

６．助成金は、会員が平等に受益する機会を有することとし、その使途明細を会員に 

開示するとともに、支部に年度報告を行う。 

 

（活動報告） 

会の世話人は予め年度活動計画を、そして年度終了後には活動結果・会計明細及び、 

年初の会員名簿をそれぞれクラブ・同好会担当理事に報告する。 

理事会は、活動計画、活動・会計報告に基づき審議を行う。 

                             

（附則）この内規は、２０２２年４月１２日から適用する。 

 


